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介護プロフェッショナルキャリア段位制度 

外部評価審査員講習（第三者評価・養成施設等ルート）の受講案内 

 

 介護キャリア段位制度では、介護事業所・施設内の評価者（アセッサー）が内部評価を行うとともに、

評価結果の適正性を確実に担保するため、外部評価機関の外部評価審査員が内部評価結果の適正性を評

価（外部評価）することとしています。 

 この外部評価審査員については、介護事業所・施設に所属する評価者（アセッサー）のうち優秀な成

績を収めた方々（介護事業所・施設ルート）のほか、第三者評価機関の評価担当者や介護福祉士養成施

設等の教員の方々（第三者評価・養成施設等ルート）に就任いただくこととしています（養成ルートの

イメージは５ページの資料１を参照）。 

 今般、第三者評価・養成施設等ルートの外部評価審査員を養成する講習について、下記のとおり、募

集を行いますので、奮ってご参加ください。 

 

記 

 

１．募集要件 

 審査員講習の受講にあたっては、次の（１）～（３）の全ての要件を満たす方とします。 

（１）属性要件 

  次のいずれかに該当する方 

① 介護キャリア段位レベル４以上の方 

② 

 

介護福祉士として３年以上実務に従事した経験があり、かつ、介護福祉士実習指導者講習会を修

了した方（介護福祉士養成実習施設実習指導者Ⅱの要件を満たす方） 

③ 実技試験に係る介護福祉試験委員の要件に該当している方。 

具体的には、以下のいずれかに該当する方。 

 

 

（ⅰ） 介護福祉士養成施設等（社会福祉士及び介護福祉士法第３９条第１号から第３号ま

でに規定する学校又は養成施設）において介護の領域の科目を５年以上教授または

指導した経験を有する方 

 （ⅱ） 介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後１０年以上実務に従事

した経験等を有する方 

④ 介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後５年以上実務に従事した経験等を有

し、介護技術講習指導者養成講習を修了した方（介護技術講習指導者の要件を満たす方） 

⑤ サービス提供責任者、主任等（チームやユニットを管理・運営し、部下に対して指導・助言を行

う役職に就いている方）又は介護部門のリーダー（課長（係長）、フロアリーダー等） 

⑥ 介護福祉士、保健師、助産師又は看護師であって、５年以上介護サービスに関する評価又は調査

の実務（福祉サービス第三者評価や介護サービス情報公表制度の調査員等）に従事した経験を有

する方 
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（２）基本介護技術についてのトライアル評価の実施 

介護事業所・施設において介護職員が実際に行っている介護技術を模擬的に評価する「トライア

ル評価」を実施していただくことが必要です。 

このトライアル評価では、いずれかの介護事業所・施設において、原則として、要介護４程度以

上の利用者の方に対して提供される基本介護技術（入浴介助、食事介助、排泄介助、移乗・移動・

体位変換）を評価することが必要になります。トライアル評価の実施説明書・評価票等は別添のと

おりですので、実施方法等の詳細は別添をご覧ください。 

自らの団体等が介護事業所・施設を有していない場合は、交流のある介護事業所・施設に協力を

求めることにより、トライアル評価を実施することが必要になります。例えば、第三者評価機関の

場合は、第三者評価の実施先である介護事業所・施設に、介護福祉士養成施設であれば、介護実習

を行っている介護事業所・施設に協力を求めること等が考えられます。 

※ 他の介護事業所・施設においてトライアル評価を実施する場合、利用者のプライバシー保護

をはじめ、協力いただける介護事業所・施設側の十分な理解と同意が必要となります。 

 

 

（３）外部評価機関への選定希望 

   所属する団体が、介護キャリア段位制度の外部評価機関になることを希望していること。 

   なお、外部評価機関は、実施機関（シルバーサービス振興会）が、以下の要件を満たす者のうち 

から選定します。 

  

 

 

  

 

 

 

２．応募方法 

「介護プロフェッショナルキャリア段位制度ホームページ」の審査員講習一覧の中の申込フォーム 

より下記の応募期間内に応募してください。（https://careprofessional.org/careproweb/jsp/） 

なお、応募に当たっては、所属する団体等の責任者の方の承認も必要です。 

 

 

３．応募期間 

 ８月２６日（月）１０：００ ～ ９月６日（金）１７：００締切 

 

 

４．講習内容・スケジュール、修了要件 

次のとおり、評価者（アセッサー）講習及び外部評価審査員講習を受講していただきます。なお、

評価者（アセッサー）講習及び外部評価審査員講習の両講習について外部評価審査員合格基準に達し

た場合に外部評価審査員講習を修了したこととなり、外部評価審査員となることができます。 

① 法人であること 

② 外部評価審査員又は外部評価審査員となる見込みがある者がいること。 

③ 役員等の構成が外部評価の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 

④ 自らが外部評価を行う事業所・施設と同一の法人において、介護サービスを自ら提供して

いないこと。 
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順序 内容 時期 

① 評価者（アセッサー）講習テキストの読み込み ９月 

② 評価者（アセッサー）講習のｅラーニングを受講 

（カリキュラムは６ページの資料 2参照） 
９月９日～１０月１３日 

③ 評価者（アセッサー）講習のトライアル評価の実施 

（介護事業所・施設において基本介護技術のトライアル内部評 

価を実施） 

９月９日～１０月２５日 

④ 

 

評価者（アセッサー）講習の集合講習（同時中継方式）を受講 

（カリキュラムは７ページの資料３を参照） 

下記のいずれかの会場で受講（開催地及び定員数） 

北海道（札幌市）１７名 岩手県（盛岡市）  ５名 

宮城県（仙台市） ８名 福島県（福島市）  ８名 

茨城県（水戸市） ５名 千葉県（千葉市）  ７名 

東京都（新宿区）２０名 愛知県（名古屋市）１７名 

大阪府（大阪市）１５名 広島県（広島市） １２名 

福岡県（福岡市）１３名  
 

１０月３０日 

⑤ 外部評価審査員講習テキストの読み込み 12月頃（予定） 

⑥ 外部評価審査員講習ｅラーニングを受講 12月～2014年１月頃（予

定） 

⑦ 外部評価審査員講習のトライアル評価を実施 

（モデル内部評価結果を用いたトライアル外部評価を実施） 

12月～2014年２月頃（予

定） 

⑧ 審査員講習の集合講習（同時中継方式）を受講 

・トライアル評価結果を用いた演習、確認テスト等を実施する 

１日間の講習を実施する予定 

・集合講習は東京会場を配信会場とした同時中継方式とし、以 

下のいずれかの会場で実施（具体的な開催会場は未定） 

 

 

  

宮城県(仙台市) 東京都(23区) 大阪府(大阪市) 

2014年 2月頃（予定） 

   ※④の評価者（アセッサー）講習を優秀な成績で合格した場合のみ、⑤に進むことができます。 

   ※④の集合講習を修了した場合でも、介護事業所・施設で内部評価を行う方のみ評価者（アセッ

サー）としての登録が可能なため、第三者評価・養成施設等ルートの審査員候補者の方は、評

価者（アセッサー）としては登録されません。 

   ※確認テスト結果や各種課題の成果等を評価し、優秀な成績を収めた場合のみ、外部評価審査員 

講習を修了し、外部評価審査員になることができます。 

   ※⑤～⑧については、詳細決定次第、ご連絡いたします。 

 

 

 

５．外部評価審査員の職務内容 

介護キャリア段位制度では、介護事業所・施設内の評価者（アセッサー）が、同事業所・施設内の

介護職員の「できる（実践的スキル）」を評価（内部評価）することとしています。そして、この内部

評価の適正性を確実に担保するため、定期的に、外部評価機関が介護事業所・施設における内部評価

を評価（外部評価）し、内部評価が不適正と判断された場合は、レベル認定を取り消す等の措置を講

じることとしています（以下の図「外部評価の基本スキーム」を参照）。 
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   外部評価機関において、実際に、評価者（アセッサー）による内部評価結果を審査するのが、審査

員の職務であり、主に、以下の職務等を行います。 

①事前準備 内部評価を行った資料等を確認し、内部評価結果の事前評価等を行います。 

②訪問調査 実際に介護事業所・施設を訪問し、記録の確認、評価者（アセッサー）ヒアリング、

現認（外部評価審査員が被評価者の介護技術を評価）、被評価者ヒアリングを実施

し、内部評価結果の適正性を評価します。 

③外部評価結

果取り纏め 

事前準備や訪問調査の結果を受けて、外部評価の結果をとりまとめます。 

 

 ※原則として、所属する団体（第三者評価機関、介護福祉士養成施設等）に「外部評価機関」になっ 

ていただきます。 

 

外部評価の基本スキーム

○ 要件を満たし講習を修了した介護職員が評価者（アセッサー）となって、内部評価を実施。

○ 評価の適正性を確保するため、定期的に、外部評価を実施。内部評価結果が不適正と判断さ
れれば、レベル認定を取り消し。

介護事業所・施設

介護職員・
実習生

評価者
（アセッサー）

内
部
評
価

実施機関
（シルバーサービス振興会）

申請 （手数料あり）

認定

評価者講習受講

外
部
評
価
機
関

契約外部評価

事務局

レベル認定委員会

●評価者講習開催
●申請審査
●データ管理 等

●レベル認定 等

審査員

 

 

以上 

 

 

 



外部評価審査員の養成ルート（イメージ図） 

アセッサーの属性要件を満たす方 

アセッサー講習テキストの読み込み・ｅラーニング 

アセッサー（評価者） 

アセッサー 集合講習（同時中継） 

外部評価審査員講習 集合講習（同時中継） 

外部評価審査員講習 トライアル評価 （モデル内部評価結果を用いたトライアル外部評価） 

                         外部評価審査員   ※基本的には、所属団体が外部評価機関となる 

介護福祉士、看護師等であって、５年以
上介護サービスに関する評価又は調査
の実務に従事した経験を有する方 

アセッサー講習  トライアル評価 

   自らの事業所・施設で実施                  自らの事業所・施設又は交流のある事業所・施設等で実施 

第三者評価・養成施設等ルート 介護事業所・施設ルート 

・介護福祉士養成施設等において介護の
領域の科目を５年以上教授又は指導し
た経験を有する方 

・上記のほか、アセッサーの属性要件を満
たす方 

外部評価審査員講習テキストの読み込み・ｅラーニング 

成績優秀者 成績優秀者 

成績優秀者 

資料１ 
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eラーニングカリキュラム（変更となる可能性がございます） 

 

目次 内容 

第１部 介護キャリア段位制度について テスト問題形式 

 

 

 

 

 

①介護キャリア段位制度について（概要説明） テキスト第Ⅰ章 

②評価者（アセッサー）の役割と作業手順  テキスト第Ⅱ章 

③介護キャリア段位制度による「できる（実践的スキル）」

の評価（評価項目の詳解を除く） 
テキスト第Ⅲ章第１・３節 

④介護キャリア段位制度を活用した OJTの推進 テキスト第Ⅳ章 

第２部 評価項目・方法の理解 テスト問題形式 

 

 

 

Ⅰ．基本介護技術の評価 テキスト第Ⅲ章第２節Ⅰ 

Ⅱ．利用者視点での評価 テキスト第Ⅲ章第２節Ⅱ 

Ⅲ．地域包括ケアシステム＆リーダーシップ テキスト第Ⅲ章第２節Ⅲ 

第３部 模擬演習   利用者の状態・介護行為の記録の演習 

確認テスト 
知識問題及び演習問題。 

全問正解まで繰り返し受験（合格必須） 

トライアル評価実施方法 トライアル評価の実施方法の説明 

 

  

資料２ 
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集合講習カリキュラム （変更となる可能性がございます） 

 

時間 内容 

9:30－9:40   （10分） 開催挨拶・講習案内 

9:40－10:00   （20分） 介護キャリア段位制度の意義 

10:00－10:25  （25分） 評価者（アセッサー）の役割 

10:25－11:10  （45分） 評価基準・評価手順 

11:10－11:20 休憩（10分） 

11:20－12:30  （70分） 模擬監査 

12:30－13:30 休憩（60分） 

13:30－15:00  （90分） 記録の相互監査演習 

15:00－15:15 休憩（15分） 

15:15－15:50   （35分） 質疑応答 

15:50－16:00 休憩（10分） 

16:00－16:30   （30分） 確認テスト（講習修了のためのテスト） 

16:30－16:40 休憩（10分） 

16:40－17:00   （20分） 連絡事項 

 

資料３ 




